
長野市青少年健全育成審議会委員の委嘱について 

 

 

長野市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第３条の規定により、下記の者を長 

野市青少年健全育成審議会委員として委嘱しましたので報告します。 

 

１ 前任者 

選出区分 氏名 所属等 

民間諸団体の 

代表者 
桑原 俊樹 

３区高等学校長会 

（長野東高等学校長） 

関係行政機関の

職員 
笠原 恵美子 

長野県中央児童相談所 

（家庭支援第一課支援第一係長） 

関係行政機関の

職員 
屋鋪 浩三 

長野中央警察署 

（生活安全第一課長） 

関係行政機関の

職員 
佐藤 勝典 

長野家庭裁判所 

（主任家庭裁判所調査官） 

以上 ４名（男性 ３名、女性 １名） 

 

２ 後任者 

選出区分 氏名 所属等 

民間諸団体の 

代表者 
内藤 信一 

３区高等学校長会 

（長野吉田高等学校長） 

関係行政機関の

職員 
坂本 里沙 

長野県中央児童相談所 

（家庭支援第一課支援第一係長） 

関係行政機関の

職員 
齊藤 俊博 

長野中央警察署 

（生活安全第一課長） 

関係行政機関の

職員 
城石 麻子 

長野家庭裁判所 

（主任家庭裁判所調査官） 

以上 ４名（男性 ２名、女性 ２名） 

 

任期 前任者の残任期間である令和６年６月１日から令和７年５月 31 日まで（１年） 

（当初の任期は令和５年６月１日から令和７年５月 31 日まで） 

 

報告２号 


